
 森県特定家畜伝染病防疫情報管理システム構築等業務 
仕様書 

 
１ 委託業務名 
   森県特定家畜伝染病防疫情報管理システム構築等業務 
 
２ 委託期間 
  契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

※ 別紙「システム機能一覧表」のうち、動員の名簿作成に係る部分は、令和６年１０月
３１日までに試行運用版を構築 

 
３ 委託目的 

本県において特定家畜伝染病が発生した際、各種情報を一元管理することで、関係者間
における処理や閲覧等を可能にし、迅速かつ正確な防疫対応を実行・管理するためのシス
テムを構築する。 

 
４ 業務内容 
  本業務の業務内容は以下のとおりとする。 
 
 ４．１  森県特定家畜伝染病防疫情報管理システムの構築 
  以下の機能を備えた Web システムを構築すること。 

（１）システム基本要件 
① 構築するシステムは、防疫措置に係る各種情報の一元管理や情報共有を効率的に

行うことができる Web システムとすること。 
② 画面レイアウトは、画像ファイル等の使用を可能な限り控えてシンプルなデザイ

ンとし、画面表示に時間を要しすぎないよう注意すること。 
③ 誰もがアクセスしやすい操作性及び機能性を確保し、「 森県情報システムアク

セシビリティガイドライン」に準拠すること。
（https://www.pref.aomori.lg.jp/contents/files/guide̲all.pdf） 

④ マルチデバイスに対応したレスポンシブデザインでの設計とすること。 
⑤ ブラウザの対応は、一般的で、かつサポートされているブラウザでの利用が可能

なものとし、少なくとも以下のブラウザには対応すること。 
・Google Chrome 最新版 
・Microsoft Edge 最新版 
・Safari 最新版 
・Firefox 最新版 



⑥ 県庁内から仮想ブラウザ（RevoWorksBrowser）経由で利用できること。 
⑦ システムに登録された各情報を CSV ファイルで出力できること。 
⑧ システム構築に必要となるサーバ機器等（サーバ、OS、ミドルウェア等）は、別

途県が用意する。 
⑨ 使用するドメインは、pref.aomori.lg.jp のサブドメインとすること。 
⑩ 令和６年１０月３１日までに試行運用可能とすること。 

 
（２）システムで保有する防疫措置に係る各種情報 

※別紙「システム機能一覧表」のとおり 
 

 （３）セキュリティ要件 
① システムへのログインは、ID、パスワードでの認証の他、ワンタイムパスワード

等による二段階認証の導入が可能であること。 
② 登録可能な ID 数は 9999 個とし、個別に操作権限を設定可能であること。（各項

目の閲覧権限や情報登録・編集権限、ID 登録権限など） 
③ 権限がない項目は非表示にすること。 
④ 各項目において、どの ID がどのような更新を行ったかをログとして１年間保存

し、更新履歴として表示可能であること。 
⑤ 通信プロトコルは、HTTPS とし、県が別途用意する SSL サーバ証明書を Web サ

イトに適用すること。 
⑥ 県が別途 意する 森県 治体情報セキュリティクラウドの WAF/CDN サービス

（GoogleArmor）を利用できること。 
 

（４）動作確認 
① 受注者は、動作確認のためのテストサーバを用意し、設計内容が本番環境におい

て有効であることを実証するための適切なテストを行うこと。 
② 本番稼働環境と同様の利用環境下において、機能、性能、セキュリティを含め、目

的の用途として利用可能な状態が保たれているか、十分な確認作業を行うこと。 
 
 ４．２ 操作マニュアルの作成 

① システムの概要と各ページにおける操作手順をとりまとめた操作マニュアル（管
理者向け・一般利用者向け）を作成すること。 

② 操作研修（管理者向け・一般利用者向け）を業務委託期間内に１回ずつ行うこと。 
 

  



５ 開発体制及び環境等 
  開発体制及び環境等に係わる要件は以下のとおりとする。 
  

５．１ 開発体制等 
（１）本事業を推進し全体の責任をとる実施責任者と、同責任者のもとで開発を行う実施

担当者の２名以上を配置すること。なお、技術協力事業者の実施者を含めて提案する
場合においても、実施責任者及び実施担当者の計２名以上は自社の実施者であること
を要する。 

（２）Linux、Apache、PHP、JavaScript、Ruby 等国際的に使用されているソフトウェア
環境に関する技術力、また XML、RDF 等オープンデータに関連した技術に関する知識
を有した実施者による開発体制を確保すること。 

（３）実施責任者及び実施担当者は、県と十分な意思疎通が図れること。 
（４）再委託は県の事前承認とするが、業務の全部または主たる部分を一括して第三者に

委託し、または請け負わせないこと。 
（５）作業体制に変更が生じる場合、その旨を県に報告し、承認を得ること。 
（６）品質評価計画の立案、検証及び品質改善策の検討と実施を管理する体制を確保する

こと。 
 
５．２ 開発環境等 
（１）開発環境 
   システム開発に必要な開発環境（ハードウェア、ソフトウェア環境等）は受注者が用

意すること。また開発に使用する環境においては、ウイルス対策、セキュリティホール
対策、十分なセキュリティ対策が実施されていること。 

（２）開発場所 
   ① システム開発を行う場所は受注者が用意すること。なお、進捗報告会や共同レビ

ュー等における場所については県が用意する。 
   ② 開発場所において、必要なセキュリティ確保を図ること。 

（３）関係資料 
   システム開発に必要な資料については、所定の手続きにより県から貸与する。 

  



６ 構築スケジュール（予定） 
システム構築に関連する全体の概略スケジュールは、おおむね次のとおりとし、段階毎

に県と協議の上進めること。 
・システムの設計、構築（契約後 令和７年３月） 
・システムの試行運用（令和６年１１月 令和７年３ ） 
・システムの本運用（令和７年４月１日 ） 

 

７ その他 
令和７年度以降の保守管理費及びサーバ利用料は、別途契約を予定しているので、本業

務に含めないこと。 

 

８ 納品物 
本業務にかかるドキュメント等の納品物として以下のものを作成し、紙媒体及び電子媒

体各１式を県あて納品すること。 
なお、電子媒体に使用するファイルは、Microsoft Office Professional 2016 又は同等品

で読み書きできる形式で作成することとし、納品に使用する媒体は CD、DVD 又は県から
提供する USB フラッシュメモリ（記憶容量は 16GB 程度）とする。 

（１）業務員名簿 
（２）プロジェクト実施計画書 
（３）基本・詳細設計書 
  ① 本業務概要説明書の要件を具現化する設計書を作成すること。 
  ② 各設計書作成過程でレビューを実施すること。 

③ 詳細設計書にはシステム内の各画面レイアウトを含めること。 
（４）各種マニュアル 
  ① 操作マニュアル、管理マニュアル、障害時対応マニュアル等の文書類は日本語で作

成し、図表等は本文中に挿入すること。また、一覧表を添えて、電子データの形態で
DVD-R 等の記憶媒体に格納して納品すること。 

  ② マニュアルの内容は事前に県の承諾を得ること。 
（５）プログラムファイル 
   ソフトウェア、データベース関連データ等、システム稼働に必要なオブジェクトを電

子データの形態で DVD-R 等の記憶媒体に格納して納品すること。 
（６）緊急時対応計画 
   運用開始後の障害発生時等における連絡体制や県の対応手順を作成すること。 
 
 



９ 機密保持等 
（１）委託業務の実施において、県の個人情報保護条例及びセキュリティポリシーに従うこ

と。 
（２）全ての作業において、本業務に係る情報の取扱いには細心の注意をもって管理するこ

と。また県が指示する場所以外へ情報を持ち出す場合は、県の許可を得ること。 
（３）委託業務の処理上知り得た情報を第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのため

に必要な措置を講じること。 
（４）県及び受注者は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の機密を他に漏洩

せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しないものとする。ただし、県が法令等、
官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 

 

10 著作権等 
（１）受注者は、成果品が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保障し、万

が一、第三者からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受注者の責において解決
するものとする。 

（２）本業務の成果品（以下、成果品という。）については、成果品に関する著作権（著作権
法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。）及び所有権を含めて、全て県に帰属
するものとする。 

   ただし、成果品に含まれる受注者が従来から権利を有している受注者固有の知識、技
術に関する権利等については受注者に留保されるものとし、受注者がこれらを利用し成
果品に類似した製品を作成することを妨げない。 

（３）（２）において帰属した権利を保有した成果品（著作権）については、県が県の業務に
使用する場合において、受注者の承諾なく自由に使用できるものとする。 

（４）受注者は、県並びに県から正当な権利を取得した第三者に対し、著作権人格権（公表
権、指名表示権、同一性保持権）を行使しない。 

 
  



11 その他 
（１）契約は、採用された提案内容によることを原則とするが、協議によりその内容を変更

する場合がある。 
（２）社会一般で通常実施される Web システム開発における業務項目は、本仕様書に記載の

ない事項であっても業務の範囲とする。受注者は、当該項目について疑義があるときは、
県と協議することができる。 

（３）業務の実施に当たっては、県と十分に協議・調整を行うとともに、県が必要と認め、指
示した事項については、その指示に従うものとする。 

（４）本業務の仕様は、県が最低限必要と考えているものである。受注者の専門的な立場か
ら、他県の事例や技術革新を見据え、本業務の費用範囲内で効果的な提案がある場合は、
積極的に提案すること。 






































